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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����
書
籍

月
刊
ザ
・
ベ
ス
トM

A
G
A
ZIN
E

七
月
号

一
四
〇
〇
三－

七

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

コ
ミ
ッ
ク･

ザ･

ベ
ス
トM

A
G
A
ZIN
E

ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
六

月
号
増
刊

一
四
〇
七
八－

〇
六

�����

ガ
ツ
ン
！

七
月
号

〇
二
三
九
三－

七

�����

D
O
PE

ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン
オ
リ
ジ
ナ
ル
六

月
号
増
刊

〇
四
〇
四
〇－

〇
六

����	

コ
ミ
ッ
ク
快
楽
天

七
月
号

一
三
八
七
七－

七

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン

社

�����

コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん

七
月
号

一
三
七
〇
一－

七

�����

別
冊
本
当
に
あ
っ
た
Ｈ
な
話

本
当
に
あ
っ
た
Ｈ
な
話
七
月
一
日
号
増

刊

一
八
一
一
四－

七

ぶ
ん
か
社

�����

com
ic

キ
ャ
ン
ド
ー
ル

七
月
十
二
日
増
刊
号

二
〇
八
三
九－

七
／
十
二

実
業
之
日
本
社
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�
�
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( )

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

第
十
三
条
第
一
項
第

四
十
五
号
ク
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
知
事
が
指
定
す
る
土
地
改
良
区
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

平
舘
村
土
地
改
良
区

青
森
北
部
土
地
改
良
区

蟹
田
町
土
地
改
良
区

杭
止
堰
土
地
改
良
区

豊
田
土
地
改
良
区

石
川
土
地
改
良
区

弘
前
北
部
土
地
改
良
区

中
市
筒
口
土
地
改
良
区

下
長
土
地
改
良
区

倉
石
土
地
改
良
区

西
八
戸
平
土
地
改
良
区

馬
淵
川
土
地
改
良
区

田
子
町
土
地
改
良
区

五
所
川
原
北
部
土
地
改
良
区

板
柳
東
部
土
地
改
良
区

市
浦
村
土
地
改
良
区

奥
瀬
堰
土
地
改
良
区

大
堰
土
地
改
良
区

坪
土
地
改
良
区

北
三
沢
土
地
改
良
区

大
豆
田
土
地
改
良
区

滝
沢
平
土
地
改
良
区

淋
代
平
土
地
改
良
区

む
つ
山
辺
沢
土
地
改
良
区

明
道
土
地
改
良
区

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成16年６月25日 金曜日 第2344号 2

�����

別
冊B

U
B
K
A

七
月
号

〇
八
〇
二
三－

七

�����

ZIG
EN
exciting

七
月
号

一
八
一
二
四－

七

大
洋
書
房

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字
三
島
下
七
九
の
一
七
七

阿
部

末
吉

八
戸
市
白
銀
一
丁
目
五
の
三

小
平

孝
作

八
戸
第
一
区
域

十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に

よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ

て
、
主
と
し
て
い
か
つ

り
漁
業
で
あ
っ
て
甲
の

地
区
の
者
が
行
う
漁
業



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
河
川
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

貴
船
川
水
系

五
戸
川
水
系

公

告

鳥
獣
保
護
区
の
指
定

次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
し
た
い
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
公
告
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
知
事
に
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
に
つ
い
て

の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
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区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

貴
船
川

左
岸

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
一
二
八
番

一
地
先

右
岸

青
森
市
大
字
野
内
字
鈴
森
二
六
番
地

先

海
に
至
る
場
所

区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

堤
沢
川

左
岸

三
戸
郡
倉
石
村
大
字
石
沢
字
堤
沢
一

五
番
一
地
先

右
岸

三
戸
郡
倉
石
村
大
字
石
沢
字
雨
原
平

一
番
一
地
先

五
戸
川
へ
の
合
流
点

３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

石
川
百
田
線

石
川
土
手
町

線 大
鰐
浪
岡
線

路
線
名

弘
前
市
大
字
石
川
字
外
坪
七
六
か
ら

弘
前
市
大
字
石
川
字
外
坪
七
六
ま
で

弘
前
市
大
字
石
川
字
中
坪
一
〇
四
か
ら

弘
前
市
大
字
石
川
字
中
坪
一
〇
四
ま
で

弘
前
市
大
字
石
川
字
柳
田
五
八
か
ら

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
吹
上
字
高
田
九
五
の
三
ま
で

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
大
坊
字
竹
原
二
〇
八
の
一
か
ら

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
吹
上
字
高
田
九
五
の
三
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

二
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
、
六
三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
九
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名

称

上
北
町
鳥
獣
保
護
区

二

区

域

上
北
郡
上
北
町
大
字
大
浦
字
道
ノ
下
地
内
の
県
道
折
茂
上
北
停
車
場
線
と
町
道
五
二
八
号
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
町
道
五
五
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
十
和
田
市
と
の
市
町
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
町
界

を
北
に
進
み
町
道
五
二
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円

(
別
添
図
面
の
と
お
り)

三

存
続
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１

指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

２

指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
上
北
町
の
中
心
か
ら
南
東
に
位
置
す
る
標
高
三
十
〜
七
十
ｍ
ほ
ど
の
洪
積
台

地
で
、
ス
ギ
人
工
林
や
ク
リ
、
ナ
ラ
類
な
ど
の
森
林
の
ほ
か
、
農
耕
地
や
放
牧
地
な
ど
変
化
に

富
ん
だ
土
地
利
用
に
よ
り
、
人
里
の
環
境
を
好
む
鳥
獣
の
良
好
な
生
息
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

区
域
内
に
は
、
菩
提
寺
や
虫
神
の
集
落
の
ほ
か
に
養
護
施
設
な
ど
が
あ
り
、
豊
か
な
生
活
環

境
の
形
成
に
資
す
る
と
と
も
に
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
を
確
保
す
る
た
め
、
身
近
な
鳥
獣
生

息
地
の
保
護
区
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
す
。

五

縦
覧
の
場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
並
び
に
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
中
南
地
方
農
林
水
産
事

務
所
、
三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
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( )

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ド
ゥ

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

八
戸
臨
海
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二

代
表
取
締
役

飛
岡
博
明

福
田
道
路
株
式
会
社

新
潟
県
新
潟
市
川
岸
町
一
丁
目
五
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
克
彦

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
黒
石
店

黒
石
市
錦
町
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
丁
目
一
の
四

代
表
取
締
役

井
坂
榮

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

代
表
取
締
役

井
坂
榮

平
成

��・

�・
��



( )

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
黒
石
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
黒
石
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

七

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴
沢

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

教

育

委

員

会

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
五
十

年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

百
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

百
九
十
二
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
、
同
条
第

二
号
中｢
二
百
八
十
二
万
円｣

を｢

二
百
七
十
九
万
円｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

百
九
十
五
パ
ー

セ
ン
ト｣

を

｢
百
九
十
二
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制

課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗

の
施
設
の
配
置
に

関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及

び
収
容
台
数

二
二
六
台

一
一
三
台

大
規
模
小
売
店
舗

の
施
設
の
運
営
方

法
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

五
か
所

二
か
所

平
成

��・

�・
��



( )

青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会

規
則
第
六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
立
学
校
学
則

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

学
校
の
通
学
区
域
は
、
青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

三
十
五
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号)

及
び
青
森
県
立
聾ろ
う

学
校
の
通
学
の
区
域｣

を

｢

聾ろ
う

学
校
の
通
学
区
域
は
、
青
森
県
立
聾ろ
う

学
校
の
通
学
区
域｣

に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

高
等
学
校
の
通
学
区
域
は
、
県
下
一
円
と
す
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

県
外
か
ら
の
入
学)

第
十
三
条
の
二

他
の
都
道
府
県
か
ら
高
等
学
校
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
在
学
又
は
出
身

の
中
学
校
の
校
長
を
経
て
、
教
育
委
員
会
に
願
い
出
て
、
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
中

｢

第
十
三
条｣

の
下
に

｢

及
び
第
十
四
条｣

を
加
え
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

内

一

般

各
県
立
高
等
学
校

青
森
県
立
高
等
学
校
の
隣
接
通
学
区
域
か
ら
の
入
学
の
調
整
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
立
高
等
学
校
の
隣
接
通
学
区
域
か
ら
の
入
学
の
調
整
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓

令

青
森
県
立
高
等
学
校
の
隣
接
通
学
区
域
か
ら
の
入
学
の
調
整
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
五
十
二
年
七

月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ド
リ
ー
ム
カ
ー
プ
Ｓ
Ｃ
１

株
式
会
社
大
和
製
作
所

〃

Ｃ
Ｒ
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ン
グ
Ｓ
Ｔ
１

〃



( )

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県
知
事

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
馬
淵
川
水
系
浅
水
川
災
害
復
旧
助
成
事
業

(

青
森
県
八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
前
川
原

地
内
か
ら
同
県
同
市
大
字
豊
崎
町
字
長
窪
地
内
ま
で)

及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

山
内
�
次
郎

住
所

青
森
県
八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
滝
谷
四
三
番
地

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
五
日
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〃

Ｃ
Ｒ
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
コ
ン
グ
Ｍ
Ｔ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ド
リ
ー
ム
カ
ー
プ
Ｍ
Ｃ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ヒ
デ
キ
感
激
Ｘ
Ｊ
１

株
式
会
社
平
和

〃

Ｃ
Ｒ
ヒ
デ
キ
感
激
Ｙ
Ｊ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ヒ
デ
キ
感
激
Ｙ
Ｊ
２

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ク
ィ
ー
ン
Ⅱ

株
式
会
社
三
共

〃

ぱ
ち
ん
こ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｓ
Ｗ
１

京
楽
産
業
株
式
会
社

〃

ぱ
ち
ん
こ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｈ
Ｗ
１

〃

〃

ぱ
ち
ん
こ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｚ
Ｗ
１

〃

〃

ぱ
ち
ん
こ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｘ
Ｗ
１

〃

回
胴
式
遊
技
機

パ
イ
カ
ジ

株
式
会
社
ア
ク
ト
技
研

〃

ジ
ャ
グ
ラ
ー
Ｔ
Ｍ
２

株
式
会
社
北
電
子

〃

カ
ン
ト
リ
ー
ク
ロ
ウ

〃

〃

ゴ
ー
ゴ
ー
ク
リ
エ
ー
タ
ー
２

〃

〃

セ
ブ
ン
ト
リ
ッ
ク
２

株
式
会
社
三
洋
物
産

〃

オ
ニ
ム
シ
ャ
ス
リ
ー

株
式
会
社
ロ
デ
オ

別
表裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
(㎡
)

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
(㎡
)

公
簿
現
況

公
簿

実
測

青
森
県
八
戸
市
大
字

豊
崎
町
字
南
宗
坊

78番
18

田
田

2,969
2,962.07

52.54



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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